
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
四
四

告

示

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
三
件

三
四
四

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

三
四
六

福
島
県
教
育
委
員
会

○
教
科
用
図
書
採
択
地
区
を
設
定
し
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

三
四
六

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

三
四
七

規

則

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
三
十
九
号

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
、

「

法
人
に
あ
つ
て
は

そ
の

氏
名

、
氏
名

名
称
及
び
代
表
者
の
氏

第
二
号
様
式
中

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

㊞

を

年
月

年
月

日
生

」

電
話
番
号

の名
㊞

に
改
め
る
。

日
生

」

「申
請
者

「申
請
者

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
中

を

氏
名

㊞

」

氏
名

㊞

に
、
「第

３
条
第
２
項
第
１
号
又
は
第
２
号

」
を
「第

３
条

電
話
番
号

」

第
２
項
各
号

（同
項
第
７
号
を
除
く

。
）
」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「代

表
者
の
氏
名

「代
表
者
の
氏
名

㊞
㊞

」
を

に
、
「第

３
条
第
２
項
第
３
号

」

電
話
番
号

」

を
「第

３
条
第
２
項
第
７
号
又
は
第
８
号

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
中
「届

出
者

」
を
「申

請

「代
表
者
の
氏
名

者

」
に
、
「代

表
者
の
氏
名

㊞

」
を

電
話
番
号

㊞

に
、
「第

３
条
第
２
項
第
３
号

」
を
「第

３
条
第
２
項
第
７
号
又
は
第
８
号

」
に
改
め
る
。

」附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
二
号
様

式
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
二
号
様
式
及
び

第
三
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
第
二
号
様

式
及
び
第
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
食
品
生
活
衛
生
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
美
里
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

佐
藤
幸
雄

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

───────────────────────────────────────────────────────────
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令和元年11月22日 金曜日 福 島 県 報 第58号 345

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
元
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
十
八
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
美
里
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

龍
川
初

龍
川
幸
太
郎

龍
川
金
平

龍
川
キ
ヨ
ノ

星
葦
一

星
初
英

龍
川
秋
好

横
山
茂

星
信
一

横
山
熊
吉

竜
川
廣
子

横
山
禮
子

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
元
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
十
七
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
会
津
美
里
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

白
岩
次
雄

若
林
庄
次
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
令
和
元
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
十
二
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

公

告

───────────────────────────────────────────────────────────
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令和元年11月22日 金曜日 福 島 県 報 第58号346

公 告 第 １ ４ ７ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 11月 22日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
水 中 用 ３ 次 元 モ ー シ ョ ン キ ャ プ チ ャ ー シ ス テ ム 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 元 年 11月 １ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 東 栄 科 学 産 業 宮 城 県 仙 台 市 太 田 区 富 沢 四 丁 目 ８ 番 29号

５ 落 札 金 額
9 0 , 2 0 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 元 年 ９ 月 20日

（ 入 札 用 度 課 ）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
七
号

教
科
用
図
書
採
択
地
区
を
設
定
し
た
件
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

福
島
県
教
育
委
員
会

「
田
村
採
択
地
区

田
村
市
、
田
村
郡

表
中

岩
瀬
採
択
地
区

須
賀
川
市
、
岩
瀬
郡

を
「
岩
瀬
・
石
川
・
田
村
採
択

石
川
採
択
地
区

石
川
郡

」

地
区

須
賀
川
市
、
田
村
市
、
岩
瀬
郡
、
石
川
郡
、
田
村
郡
」
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

───────────────────────────────────────────────────────────
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【定価 １箇月 3,560円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

令和元年11月22日 金曜日 福 島 県 報 第58号 347

公 告 第 １ ６ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 岩 瀬 農 業 高 等 学 校 情 報

教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方
公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。
以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ）
第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 元 年 11月 22日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一

１ 落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 立 岩 瀬 農 業 高 等 学 校 情 報 教 育 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 立 岩 瀬 農 業 高 等 学 校 福 島 県 岩 瀬 郡 鏡 石 町 桜 町 207番 地

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 元 年 10月 23日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
プ リ マ ッ ク ス 株 式 会 社 福 島 県 郡 山 市 桑 野 五 丁 目 13番 地 ６

５ 落 札 金 額
3 0 , 2 4 6 , 4 8 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 元 年 ９ 月 13日

（ 財 務 課 施 設 財 産 室 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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